
議案第１２号 

 

   加西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 加西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を、別

紙のとおり制定する。 

 

  平成２９年２月２７日提出 

 

                           加西市長 西 村 和 平   

 



加西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

加西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成 28 年加西市条例第 12

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「政令第 338号」の右に「。以下「政令」という。」を加える。 

別表第１に次のように加える。 

鶉野飛行場跡地地域

資源活用地区地区整

備計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示された東播都市計

画地区計画鶉野飛行場跡地地域資源活用地区地区計画のう

ち、地区整備計画が定められている区域 

別表第２に次のように加える。 

鶉野飛

行場跡

地地域

資源活

用地区

地区整

備計画

区域 

滑 走 路

跡 地 整

備地区 

(１) 道路案内所又は観光案内

所 

(２) 休憩所又は公衆便所 

(３) 図書館、博物館その他こ

れらに類するもの 

(４) 路線バスの停留所の上家 

(５) 飲食店でその用途に供す

る部分の床面積の合計が

1,500㎡以内のもの 

(６) 物品販売業を営む店舗

（次号に掲げるもの及び専

ら性的好奇心をそそる写真

その他の物品の販売を行う

ものを除く。）でその用途

に供する部分の床面積の合

計が1,500㎡以内のもの（大

規模小売店舗立地法（平成

10年法律第91号）第２条第

１号に規定する店舗面積

（同一敷地内に二以上の建

 １ メ ー

トル 

20 メ ー

トル 



築物がある場合において

は、その店舗面積の合計）

が1,000㎡以内のものに限

る。第９号において同じ。） 

(７) 物品販売業を営む店舗

（市内において生産した物

品を含む物品を販売するも

のに限る。）に道路案内所、

観光案内所又は飲食店（市

内において生産した農産物

を含む物品を原材料とした

食品を含む食品を提供する

ものに限る。）を併設する

もので延べ面積（同一敷地

内に二以上の建築物がある

場合においては、その延べ

面積の合計）が3,000㎡以内

のもの 

(８) 政令第130条の５の２第

２号に掲げるものでその用

途に供する部分の床面積の

合計が1,500㎡以内のもの 

(９) 政令第130条の５の２第

４号に掲げるものでその用

途に供する部分の床面積の

合計が1,500㎡以内のもの 

(10) 市内において生産した農

産物を原材料の全部又は一

部に用いて食品製造業を営

む工場 

(11) 味そ製造業、しょう油若



しくは食用アミノ酸製造

業、パン製造業、生菓子製

造業、ビスケット類若しく

は干菓子製造業（せんべい

生地製造業を含む。米菓製

造業において同じ。）、米

菓製造業、その他のパン若

しくは菓子製造業、清涼飲

料製造業、果実酒製造業、

清酒製造業（甘酒製造業を

含む。）又は蒸留酒若しく

は混成酒製造業を営む工場 

(12) 倉庫（倉庫業を営むもの

を除く。） 

(13) 前各号の建築物に附属す

るもの 

滑 走 路

跡 地 保

全地区 

(１) 休憩所又は公衆便所 

(２) 路線バスの停留所の上家 

(３) 前各号の建築物に附属す

るもの 

 １ メ ー

トル 

10 メ ー

トル 

附 則 

この条例は、平成 29年４月１日から施行する。 



（審議資料） 

 

市街化調整区域における新たな地区計画として、「鶉野飛行場跡地地域資源活用地

区地区計画」の都市計画決定を予定していることから同条例に当該規定を定めるもの。 

 【概 要】 

 滑走路跡地整備地区 滑走路跡地保全地区 

建築物の用途 道路案内所、観光案内

所、休憩所、公衆便所、

博物館、床面積 1,500

㎡までの飲食店・店

舗、倉庫ほか 

休憩所、公衆便所、路線

バスの停留所の上家 

外壁の後退距離の限度 １ｍ １ｍ 

高 さ の 最 高 限 度 20ｍ 10ｍ 
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